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令和２年５月１１日 

 保護者 様 

栃木市教育委員会教育長 青木千津子  

栃木市立国府北小学校長 人見 幸吉  

  

 

    新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業期間の再延長及び夏季休業期間の 

    短縮について（お願い） 

  

 

 日頃より子供たちの健康・安全についてご協力いただきありがとうございます。 

 さて、国の緊急事態宣言の延長を受け、本市の臨時休業期間を再度延長いたします。 

 また、長期に渡る臨時休業期間に対する学びの保障として、授業時数確保のために夏季休業

期間を短縮いたします。 

 つきましては、今後の対応について下記のとおりといたしますので、下記内容を理解いただ

き、お子様への御指導も含めてご対応をお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１ 再延長休業期間 

  令和２年５月１８日（月）～令和２年５月３１日（日） 

 

２ 学校再開に向けた準備期間（登校日） 

（１）第１段階 生活・学習状況の把握を行う。 

（２）第２段階 週２回、分散登校を行う。 

 

３ 分散登校日(方面別) ８：０５～１１：００  

①北門から登下校する児童 ５月１８日(月)、５月２５日(月)、５月２７日(水) 

②西門・東門から登下校する児童 ５月１９日(火)、５月２６日(火)、５月２８日(木)   

  ※ 北門：（駅側の門）から登下校する斑(１年生オレンジリボン) 

  ※ 西門：（体育館・プール側の門）から登下校する斑(１年生ピンクリボン) 

  ※ 東門：（のぼり棒側の門）から登下校する斑(１年生水色リボン) 

 

４ 登校について 

（１）登校前に必ず検温し、熱や風邪症状のある場合、体調が優れない場合は登校を見合わる。 

（２）登校班で交通安全に気を付け、必ずマスクをつけて登校する。 

（３）１年生は大変不慣れです。可能な限りお迎えをお願いします。下校斑の後について歩い

ていただけるとありがたいです。 

（４）持ち物：上履き、課題で終わっているもの、図書袋・図書の本、筆記用具 

体調チェック表、連絡帳 

（５）休業期間中の分散登校時の欠席については欠席扱いとはしませんが、欠席される場合は、

登校班もしくは学校に ８：０５ までに連絡してください。 

 

 

 



 - 2 - 

５ 休業期間後の対応等について 

  令和２年６月１日は午前中のみの登校（下校時刻１１：１５）とし、給食をとらず下校と

する。６月２日から給食有りの通常登校とする。 

                                   

６ 夏季休業期間 

  令和２年８月１日（土）～令和２年８月１６日（日） 

 

７ 運動施設の開放について 

  校庭の開放については、市の非常事態宣言が解除されてから検討するが、体育館について

は開放しない。なお、運動不足を補うために、自宅で行える運動等について、国府北小のホ

ームページや（ＨＰ https://tm2.tcn.ed.jp/koukita/ ）、文科省やその他の機関から出

されているウェブ上事例等を参考に行うこと。 

 

   

   

 

 

＜問合せ先＞  

 栃木市立国府北小学校 

  担当 教 頭 

 ℡０２８２－２７－３００４ 

 

 


